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研究成果の概要（和文）：本研究は在宅医療と看取りの社会学的研究として、2008 年から 2010
年まで行われたインタビューと訪問見学を中心とする社会調査の実施とその考察に基づいてい

る。予想される今後 30 年間の志望者数の増加とがん死の増大から、在宅の看取りは近年、社

会的関心が高まっているが、在宅療養支援診療所や訪問看護だけでこれを支えることはできな

い。ホスピス有床診療所の医療実践を 1 つの実験的社会モデルとしてとらえることで、当事者

と家族や地域を支える仕組みの多様性と選択可能性を保証する必要性が明らかにされる。 
 
研究成果の概要（英文）：The number of deaths is expected to increase in the next 30 years 
than ever before after WWⅡ. Death due to cancer has become the first place of mortality 
factors since 1981, which enhance the social interest in death and dying in Japan. This 
study is a report on the results of sociological research, carried out between 2008 and 2010, 
based on interviews that target physicians involved in medical care at home. Very few 
practitioners have recognized the need to accept the terminally ill cancer patients and have 
opened their clinic with beds (legally under 19 beds). While they are forced to financial 
difficulties, their practice should be considered as an experimental model of social support 
the lives of people in the region 
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１．研究開始当初の背景 
(1)社会の高齢化と国民医療費の急増、そして
疾病構造の変化は日本社会におけるターミ
ナルケアの従来のあり方を大きく変えつつ
ある。「2038 年問題」ともいわれる「大量死
時代」の到来を控え、人びとにとって人生の
終末期をどこで過ごすか、どのようにして最

期を迎えるかは重要な問題として浮上して
いる。 
(2) 2006 年度に実施された在宅療養支援診療
所制度は、在宅医療や訪問看護の必要性を認
識し実践してきた医療者らの重要な成果の
一つといえる。それは自宅およびグループホ
ーム、特別養護老人ホームなど自宅以外の高
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齢者生活施設で迎える死に対して、看取る側
への優遇措置がとられることになったため
である。他方、住み慣れた場所で人生の最期
を迎えたいという人びとの希望は、家族の小
規模化や単身世帯化の進行を背景に、それほ
ど簡単に実現されてはいない。 
(3)在宅医療や在宅での看取りは、それを支え
てきた無床および有床診療所の存在を改め
て評価しておく必要がある。有床診療所とは
1948（昭和 23）年医療法改正以降、19 床以
下の入院設備をもつ診療所と定義されるよ
うになった。2006（平成 18）年までいわゆ
る「48 時間規定」というルールの制限により、
20 床以上をもつ病院における患者の「収容」
に対し、診療所の入院はあくまで臨時的措置
（したがって 48 時間を超えてはならない）
という扱いをされた。戦前の日本社会では診
療所と病院という語は互換的に使用されて
いた。これが GHQ による占領期に制定され
た医療法によって、診療所と病院が明確に区
別され、病院の下位に診療所をおいたことか
ら、現状に合わないにもかかわらず「48 時間
規定」が長期に存続した。 

歴史的にみると、戦前の日本社会における
診療所の半数近くが有床であった。戦後、病
院医療の専門化および高度化、地域社会の変
容、人々の意識の変化により、入院施設をも
つ診療所は急速に減少していった。地域医療
を支えてきたこうした変化を背景に、人びと
の終末期を支える社会的環境と人間の尊厳
と希望をもてるターミナルケアのありかた
が問われている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 1 個人設立･有床および無床診療所数の年次別推移

（1934～1973 年） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 2 病院･診療所数年次別推移（1965～2007 年） 

２．研究の目的 
(1)本研究は 2004 年から着手した在宅での看
取りを可能にする社会的文化的条件を考察
する調査研究とその成果に基づき、これをさ
らに医師に焦点をあてる形で３つの視点に
絞って調査研究を進めることを目的とした。
第一に、2006 年度以降を中心とする開業医
師の在宅医療実践とそこに生起する諸問題
をとらえることである。 
(2)第二に、在宅医療を社会運動の視点からと
らえ、2006 年度の医療制度改革以前に行わ
れていた医師や看護師等による独自の取り
組みを歴史的に理解し記述することである。
日常生活における生と死の現状に関する考
察は、現代社会において在宅医療や訪問看護
を抜きには考えられないが、これらに関する
社会学的研究はほぼ未開拓の分野といって
いいだろう。 
(3)在宅医療の全国レベルのネットワーク化
を推進した医師およびホスピス有床診療所
は極めて少数である。しかし、運営する医療
スタッフへのインタビュー調査を通じ、現代
日本におけるターミナルケアのあり方を再
考し、その意義を指摘することを目的とする。 
 
３．研究の方法 
(1)在宅医療および訪問看護を歴史的にとら
えるために、2つの方法が用いた。一つは、
雑誌論文や書籍などの文献資料を収集し、そ
れらによって歴史を再構成する方法である。
このなかに映像資料および官公庁の公開資
料も含まれる。 
(2)さらにインタビューを中心とするライフ
ヒストリー調査法を用いる。研究の目的で述
べたように、2000 年度からはじまった介護保
険や 2006 年度からの在宅療養支援診療所制
度の開始以前から、訪問医療をはじめとした
独自の取り組みが医療者によって行われて
いた。その時代の標準的な医療実践とは異な
るものを、なぜめざすに至ったのか。これら
の問いについては標準的質問紙調査よりも
訪問調査と組み合わせたインタビュー調査
が適していると判断した。対象者の選定は在
宅医療に関わる論文、書籍等の出版物を参照
しながら、在宅医療・ケアに関わる全国規模
の研究交流会に参加し、情報収集を進めると
共に、研究趣旨を説明し、調査協力への依頼
を行った。 
 
４．研究成果 
(1)1960 年前後まで、日本社会では往診とい
う診療形態が広くみられていた。それ以前に
は派出看護の歴史もあった。長野県の若月俊
一と佐久総合病院、京都府の早川一光と堀川
病院、東京都足立区の柳原病院の活動で知ら
れる、病院を拠点とした地域医療としての訪
問診療・訪問看護の歴史もある。 



 

 

病院や診療所の受診・入院-が定着し、往
診という診療形態が消失した後、1970 年代か
ら 1980 年代にかけ、在宅医療にかかわる研
究会が医師を中心として発足する。「日本死
の臨床研究会」(1977 年)、「日本プライマリ・
ケア学会」(1978 年)、「地域医療研究会」(1980
年)、「日本家庭医療学会」(1986 年)、「日本
ホスピス・ホームケア協会」(1988 年)である。 
1990 年代に入ると<在宅ケアの全国ネット

ワーク化>と呼べる動きが始まる。1991 年に
「日本ホスピス・在宅ケア研究会」および「全
国ホスピス・緩和ケア病棟連絡協議会」（2004
年に日本ホスピス緩和ケア協会に名称変更）、
1994 年に「在宅ケアを支える診療所・全国ネ
ットワーク」（2002 年から「在宅ケアを支え
る診療所・市民全国ネットワーク」に改称）
と全国レベルの研究会が設立されている。つ
まり 1990 年代になってからの診療所を中心
とするネットワーク化は、それまでの「点」
として行われていた医療実践を有機的につ
なぐ試みとして誕生し、新たな社会運動とし
て展開していくことになった。 
 
(2)1990 年代の在宅医療およびケアの全国ネ
ットワーク化において中枢的役割を果たし
た医師を対象とした語りを通じて、２つの視
点からその医療実践を捉えることが有効で
はないかと考えた。一つが<ミッションとし
ての医療実践>であり、もう一つが<フロー体
験としての医療実践>である。いうまでもな
く、医師としての実践はいずれもそれぞれ固
有の背景と経験によって成り立つ。 

中嶋啓子医師と西嶋公子医師は 1947 年と
1945 年生まれのほぼ同世代として、医学部時
代は大学紛争の影響を何らかの形で受けて
いる。「どういう医者になるのか」、いいかえ
ると医師のミッションに対する感受性が試
された世代であった。これに対し、梁勝則医
師は 1955 年生まれの大学紛争後の世代であ
る。梁医師の語りや記述に登場する日本社会
を相対化する視点は、エスニシティの自覚に
深く根ざしており、医療を含む社会現象を当
事者の視点でとらえる姿勢と密接にかかわ
る。 

この 3者のうち中嶋医師と梁医師は個人事
業としては経営上のインセンティブのない
有床診療所をもつ。特に梁医師の有床診療所
はホスピスに特化しているため、経営上、単
独事業としてはまったく成り立っていない。
それにもかかわらず「ここで生まれてここで
死んでよかったな」という地域に必要な資源
として捉え運営を継続している。 

人生のターミナル期を支えることは最終
的に「自分のためである」という視点、すな
わち「当事者性」の自覚は 3 者に共通する。
西嶋医師の町田市ケアセンター建設運動は
自身の父親の介護と平行して行われており、

介護家族の視点が「暖家の会」の創設や住民
運動につながっていった。人生と生活を支え
るために、必要なものは制度の枠組みがなく
とも作っていかなければならないという明
確な姿勢である。これを<ミッションとして
の医療実践>と本研究では名づけた。三者に
共通するのはこの実践に向かう志向性であ
る。 
(3)３人の医師の語りに共通しているもう一
つの特徴は、経営上の困難や地域での関係性
などいくつかの問題を抱えながらも、専門性
に裏づけられた医療実践そのものから「おも
しろさ」を実感していることである。これを
チクセントミハイのフロー概念を用いて<フ
ロー体験としての医療>と名づけた。 
<フロー体験としての医療実践>という場

合に、収入、名声、地位といった外発的報酬
のために医療実践をするのではなく（あるい
はそれが第一義的目的ではなく）、実践その
ものがもたらす満足感、達成感、幸福感をさ
している。医療実践は外発的報酬を得るため
の手段ではなく、それ自体の行為が個人に深
い満足感や達成感といった内的報酬をもた
らす。結果として<ミッションとしての医療
実践>を継続する動機づけにつながる。フロ
ー体験になるかどうかは、固有の生活史や医
師としてのキャリアや技術によっても異な
るだろう。 
要約すれば、<ミッションとしての医療実

践>が他者の人生や生活を支え、「役に立つ」
という言葉に象徴される社会的側面をさす
のに対し、<フロー体験としての医療実践>は
医療者個人にとっての「おもしろさ」、おも
しろい仕事をする喜びといった内的報酬を
さす。この二つは相互に影響し合い、現実に
は切り離せないかもしれないが、本研究で対
象とした医師の語りからその医療実践を解
釈するための枠組みとして有効であると結
論づけた。 
 
(4)在宅医療の全国ネットワーク化に関わる
医師に共通していたのは、医療者の役割を広
義にとらえている点である。診察室における
診察行為や治療に限定されない実践である。
患者会のサポートにとどまらず、公開講座、
講演や執筆活動を通じて情報を発信し市民
と連携をはかることが含まれる。診療所の形
態が有床であるか無床であるかは直接、関係
しない。老いや病いあるいは障害とともに、
人びとが人生を生ききることを支える、その
ための社会環境を整えることを最重要課題
とする点で共通する。 
本研究では以上を踏まえた上で、さらに在

宅の看取りに焦点を絞り、厳しい経営環境に
置かれつつも有床診療所の運営を通して、タ
ーミナルケアを支える医師の語りと実践を
考察した。有床診療所の医療実践が現代社会



 

 

においてもつ意義を考察することは、2 人に
１人はがんで死亡する日本社会において、重
要な問題提起となると考える。 
 
(5)仙台市でホスピス有床診療所を 2006年に
開設した中井祐之医師の試算によると、緩和
ケア病棟での年間看取り数は 11,300人（2008
年現在）、在宅療養支援診療所による年間看
取り数は32,000人(2009年 2月現在)であり、
これらは合計しても全国の年間およそ 32 万
人のがん死者にまったく追いついておらず、
多くのがん患者の看取りは最終末期になっ
て急性期病院に短期間入院するか、あるいは
療養型病床への中長期的に入院するなどの
形で行われているという。 
 「その人らしい死の迎え方」が関心を呼ぶ
現代において、過剰な医療の介入を望まない
という意志を事前指示書で示そうという動
きもある。在宅ケアや看取りはこの点におい
ても注目される。にもかかわらず、厚労省が
５年ごとに行っている「終末期医療に関する
調査」2008 年実施結果によれば、終末期の療
養場所に関する調査結果において、「自宅で
最後まで療養したい」と希望する者は約 11%

であり、漸増はしているが 10 年間この傾向
は変わらない。中井の診療所において初診時
に療養場所の希望調査をしたところ、患者本
人は「わからない」とするか、または在宅を
希望した者が入院希望を上回った。ところが
患者家族は、在宅希望より入院希望を望む者
が多かった。状態が急変するがんのターミナ
ル期は、患者家族が支え続けることの困難を
示している。 
 こうした現実的要請に応える形で、無床診
療所を有床化する動きが登場する（全国で 10
カ所足らずと少ないが）。ホスピス有床診療
所を山梨県で運営する土地邦彦医師も鹿児
島県で運営する堂園晴彦医師、そして千葉県
の伊藤真実医師は在宅医療のために 90 年代
後半から 2000 年代にかけて有床化した。先
述の神戸市・梁勝則医師、高槻市・中嶋啓子
医師も同様である。そしてこれらの医師に共 
通していたのは有床化によって在宅死が増
加したこと、しかしその後は入院死が増えて

いったという点を指摘している点である。 

 
図３ どちペインクリニック（山梨県・玉穂ふれあい診

療所）の在宅看取り数推移 
 
2004 年から 2007 年にかけて、わたしたち

が実施した訪問看護師を対象とした調査に
おいても、患者家族が患者のターミナル期に
は「ゆれ」を経験し、時には短期間の判断で
入院をすることが必要になる状況があった。
その意味で、病院併設型の訪問看護ステーシ
ョンの場合、訪問看護は在宅医療に貢献しつ
つ、緊急時の入院を保証するという意味で病
院が在宅ケアを支えることができた。有床診
療所はこの点でさらに小回りがきき、意思決
定の迅速さ、ケアの一貫性、そして患者と患
者家族を包括的に捉えることができるとい
う機能をもつ。 
課題は患者および患者家族を支えるケア

を追求することと、支える医療者の仕事と生
活のバランスとの折り合いのつけ方が困難
になるという点である。制度上の課題はより
深刻である。有床診療所が病院の医療実践に
対し、診療報酬という形の対価において極端
に低く位置づけられていることと、ホスピス
有床診療所では緩和ケアのためのサービス
が診療報酬上、評価されない。制度上、構造
的に経営上のリスクを抱え込まざるを得な
い（認可された緩和ケア病棟ならば、1 日約
38,000 円の報酬が算定される。それでも差額
ベッド代等によって経営上の収支が保たれ
るという。詳細は論文②と④を参照）。 

訪問調査先の一つには、ホスピス有床診療
所を中止した山梨県北杜市の診療所があっ
た。日医総研(2009)は、かつて有床診療所だ
ったが無床化した診療所を対象に全国レベ
ルで調査をしている。無床化の理由は、上位
から人件費、看護スタッフの確保の問題、こ
れに一人態勢に伴う精神的・体力的疲労が続
いていた。 
 

(6)ではなぜ有床診療所なのか。鳥取市の徳
永進医師は「おれのところに来た」というこ
とが明確であることが病院との違いだとい
う。つまり、個性をもった一人ひとりの患者
によって選ばれること。それは、医師として
のフロー体験に関わるということだ。医師の
個性による違いはあるとしても、語りからは

表１ 堂園メディカルハウスの在宅／入院看取り数推移

  在宅死 入院死 全死亡者

1991 年 2     

1992 年 3     

1993 年 8     

1994 年 6     

1995 年 7     

1996 年 10     

1997 年 27 23 50 

1998 年 24 34 58 

1999 年 22 60 82 

2007.4-2008.1 28 69 97 



 

 

パーソナルな関係にこそ、ホスピス有床診療
所のおもしろさを見いだしていることが示
され、それが経営上のリスクを背負ってでも
開設、運営する意志に接続していることが明
らかにされている。 

キューブラー＝ロスが「死と死にゆくこと
のセミナー」で提起した問題とは、「死にゆ
く人が気持ちを吐露したくても、医療者も周
囲の人、さらには宗教者であっても話題を避
けてしまうこと」であった。この点で、ホス
ピス有床診療所の取り組みは、キューブラー
＝ロスのいう「死にゆくこと……に伴う絶望
感と無援感と隔離感」を可能なかぎり排除し、
「安らかな最期を迎えられるような医療を
実現」するために、環境を整え、「通院､入院、
在宅を同一のスタッフメンバーでバックア
ップ」することで患者がホスピスケアを希望
する場所で受けられることをめざしている
といえる。 
 臨床医としての立場から大井玄医師は、が
ん患者が「私は健康です」というときの「健
康」とは、本人が自分の社会的有用性を意識
するときに自覚する他者との「つながり」で
あるように見える、という。がん患者になる
ことにより、「人間は自己の生命の有限性を
心底から覚り、受け入れた時、『私』の根本
的転換が起こるということ」、その意味で上
田閑照の「私は、私でなく、私である」とい
う言明は、がんによる近未来の死を覚悟しつ
つ、そのダイナミックな私の変化をとらえて
いる、という。「病気になっても病人になら
ず」(堂園晴彦)、健康で生きることを支える
点で「役に立つ」取り組みがホスピス有床診
療所である。そして支える医師や医療者にと
っても、病気をもちながら、それゆえにこそ
生命の有限性を受け入れ自覚的に生きる人
との相互作用はそれを通して、人間としての
深い満足が与えられるといえる。その相互作
用の重要性は今後の在宅医療のあり方に大
きく関わってくる。 
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